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第 2回 西蒲区自治協議会 議事概要 

                       日時：令和 5年 5月 25日（木） 

                          午後 1時 30分～午後 2時 35分 

                       場所：巻地区公民館 3階 小ホール  

事務局 

（真島地域総務課係

長） 

 皆さまお疲れさまです。 

 定刻となりましたので、ただいまから令和 5 年度第 2 回西蒲区自治協議

会を開催します。 

 初めに、配付資料の確認をお願いします。 

 事前に送付した資料として、次第、資料 1-1、西蒲区地域公共交通検討会

議の構成員選出について。資料 1-2、西蒲区地域公共交通検討会議開催要綱。

資料 2、各新潟市附属機関の概要について。資料 3-1、令和 4年度西蒲区組

織目標。資料 3-2、令和 5年度西蒲区組織目標。 

 机上にお配りした資料について、次第、資料 3-1に一部修正がありました

ので差し替えをお願いします。 

 追加資料として、資料 4-1、西蒲区区ビジョンまちづくり計画第 4次実施

計画年度評価。資料 4-2、西蒲区区ビジョンまちづくり計画第 1 次実施計

画。資料 5、西蒲区役所整備について。とございます。 

また、そのほかの資料として、第 9 期西蒲区自治協議会委員名簿。新潟

市自治協議会運営指針の新旧対照表。令和 5 年度新潟市区自治協議会新任

委員研修会質問等に対する回答。こちらについては、4月に実施された新任

研修でいただいた質問に対する回答が掲載されていますので、後ほどご確

認ください。 

 チラシとして、矢川灯籠流しのチラシ。緑の音楽祭のチラシ。にしかんパ

レードのボランティア募集のチラシ。輪ゴムで留めてある「まき夏まつり」

のポスターがあります。 

 また、新しい委員の方には、新潟市総合計画の冊子を配付しています。 

 資料は以上になりますが、不足等ありますでしょうか。 

それではこれ以降の会議については、新潟市区自治協議会条例第 9 条の

規定により、吉田会長から議長として進行をお願いします。 

議長 

（吉田会長） 

 皆さまお疲れさまです。今日は第 9 期の 2 回目になります。座って進行

させていただきます。 

 前回から第 9 期が始まりましたが、今回が 2 回目ということでいよいよ

各部会の方で、今年度・来年度どういう事業をしていくかという本格的な議

論が始まっていくと思います。ぜひとも皆さま、全体会では、特に部会の方

では、必ずなにか意見でも感想でも発言していただき、活発に意見交換がで

きればと思っています。 

 また、最後のほうにお話ししますが、にしかんパレードということで、区

の一体感醸成事業を今進めております。そちらについても、各方面ご協力い

ただいており、誠にありがとうございます。 
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 こちらの方は、私は副実行委員長という立場で入らせていただいており

ますので、併せて皆さまにご報告をさせていただきました。 

 今日は質問・意見等がなければ、いちばん初めに言ったとおり、私の方か

らご指名をするかもしれません。どんなことでもかまいませんのでお話し

いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 

 それでは議事を進行してまいります。 

 初めに本日の委員の出席状況と傍聴者について事務局から報告をお願い

します。 

事務局 

（真島地域総務課係

長） 

 それでは委員の出席状況について報告します。委員 30名のうち、本日の

出席者は 26名です。過半数の出席がありますので、新潟市区自治協議会条

例第 9条の会議の規定を満たしていますことをご報告します。 

 また、傍聴につきましては 1名、報道 1社が来場しています。 

 事務局及び報道機関で写真撮影ならびに録音をさせていただきますの

で、ご了承お願いします。報告は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。それでは議事に入る前に、前回の会議で決定し

た、各部会の会長・副会長の選任、委員推薦会議の座長・座長代理の選任に

ついて、私から一括して説明します。 

 まずは初めに、総務部会。部会長に古島委員、副部会長に柳原委員が選任

されました。 

 保健福祉部会は部会長に岩﨑委員、副部会長に谷原委員が選任されまし

た。 

 まちづくり・産業部会は部会長に大橋委員、副部会長に石田委員が選任さ

れました。 

以上 6 名と、われわれ正副会長 3 名の合計 9 名が調整部会の構成員にな

りますので、よろしくお願いします。 

 広報部会については常任部会から 2名ずつ選任されました。 

 続いて委員推薦会議についてです。座長に上原委員、座長代理に本田委員

が選任されました。 

 報告は以上です。せっかくの機会ですので総務部会古島部会長、ご起立を

お願いします。 

（古島委員）  どうぞよろしくお願いします。 

（会場）  （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 柳原副部会長、お願いします。 

（柳原委員）  よろしくお願いします。 

（会場）  （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 保健福祉部会、岩﨑部会長、お願いします。 

（岩﨑委員）  岩﨑です。よろしくお願いします。 
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（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 谷原副部会長、お願いします。 

（谷原委員）  よろしくお願いします。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 まちづくり・産業部会、大橋部会長、お願いします。 

（大橋委員）  大橋です。よろしくお願いします。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 石田副部会長、お願いします。 

（石田委員）  石田と言います。よろしくお願いします。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 続きまして委員推薦会議、上原座長は、本日欠席です。 

 本田座長代理、お願いします。 

（本田委員）   よろしくお願いします。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 報告は以上です。ありがとうございました。 

それでは議事に入ります。 

 議事（1）「西蒲区地域公共交通検討会議について」です。地域総務課長よ

り説明をお願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 皆さまお疲れさまです。地域総務課長の高橋です。着座にてご説明させて

いただきます。 

 西蒲区地域公共交通検討会議の構成委員選出について説明します。資料

1-1をご覧ください。 

 西蒲区地域公共交通検討会議は、持続可能な地域公共交通網の形成に向

けて、西蒲区のまちづくりと連携し、地域の実情に応じた地域公共交通のあ

り方について、市民と関係者との協働により検討するため、意見交換を行う

ことを目的としています。 

 この会議の構成員として、自治協議会委員の皆さまに就任をお願いして

おりますが、自治協議会が今年度新たな任期となりましたので、改めて委員

の選出をお願いするものです。 

 選出については 3名、お願いしたいと思います。 

 自治協議会選出構成員の任期は令和 7年 3月までとなります。 

 具体的な会議の内容は、「西蒲区生活交通改善プラン」にかかる意見交換

となっています。「西蒲区生活交通改善プラン」は、新潟市の交通施策の指

針などを定めた「にいがた都市交通戦略プラン」に基づく、西蒲区の実施計

画となります。 

 会議の開催スケジュールですが、今年度は「西蒲区生活交通改善プラン」
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の次期プランの策定や、現行プランの実施計画に関する進捗報告などの意

見交換をする必要がありますので、5回程度の開催を予定しています。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。会議開催要綱については、資料 1-2となってい

ます。構成委員のところで、区自治協議会が入っています。 

 今ほどの説明につきまして、何かご質問はありますでしょうか。 

 私のほうからよろしいでしょうか。 

 委員の推薦につきましては本来、立候補がいちばん良いのかもしれませ

んが、もしよろしければ、一任していただき、推薦させていただきたいと思

っておりますが、いかがでしょうか。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございます。それでは、前期は各部会から 1 名ずつ選出して

おりましたので、今回も同じく、総務部会は前期から引き続き私が出させて

いただきます。 

 保健福祉部会からは、田中副会長。まちづくり・産業部会からは大橋部会

長ということで推薦したいと思いますがいかがでしょうか。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 賛成多数ということで承認されました。ありがとうございます。それでは

議事（1）を終了します。 

 次に議事（2）「他の新潟市附属機関への委員の推薦について」です。地域

総務課長から説明をお願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 それでは引き続き説明させていただきます。資料 2をご覧ください。 

このたび、新潟市の 2 つの附属機関から西蒲区自治協議会委員を推薦し

ていただきたいという依頼が来ています。 

 そのため、西蒲区自治協議会から推薦する委員についてご審議をお願い

するものです。 

 資料 2 の 1 ページをご覧ください。まず 1 つ目は「新潟市防災会議」委

員です。 

 新潟市は台風や地震、津波などの自然災害や、それに伴う大規模な事故な

どに対処するため、「新潟市地域防災計画」を作成しておりますが、その内

容を審議し、計画を推進していく機関が「新潟市防災会議」となります。 

 委員構成については現在 65名で、国や県などの公的機関をはじめ、電気・

ガスなどのライフラインの関係機関などで構成されています。 

 各区自治協議会からは住民代表という位置づけで参加していただいてい

る状況です。 

 会議の開催は年に 1 回程度、時間は 1 時間から 2 時間程度となっていま

す。 

 これまで西蒲区自治協議会からは青柳委員に出席いただいていました

が、令和 5 年 3 月末で任期が切れたことから、改めて依頼があったもので
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す。 

 続きまして 2ページをご覧ください。「新潟市国民保護協議会」委員の推

薦についてです。 

 新潟市では、万一の武力攻撃やテロなどから国民の生命、身体または財産

を保護するための情報提供や避難誘導等を定めた国民保護計画について意

見を伺うために、国民保護協議会を設置しています。 

 委員構成については現在 40名で、国や県などの公的機関をはじめ、電気

やガスなどのライフラインの関係機関等で構成されています。 

 各区自治協議会からは、地域代表という位置づけで、住民の避難など、広

く市民の意見をご発言していただきたいと思います。 

 任期については令和 4 年 9 月 1 日から、令和 6 年 8 月 31 日までとなっ

ており、これまで自治協議会からは長井前会長に就任していただいていま

したが、委員改選に伴い、改めて推薦の依頼があったものです。 

 皆さまから委員の推薦について、ご審議をお願いしたいと思います。 

 以上、2つの附属機関で推薦する委員について、それぞれご審議をよろし

くお願いします。説明は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。ただ今の件について、ご意見・ご質問等ありま

したらお願いします。 

 ないようですので、私の方で順に進めさせていただきます。 

 まず、新潟市防災会議については引き続き、防災士の青柳委員にお願い

し、地域の声を届けていただきたいと考えています。 

 新潟市国民保護協議会は長井前会長が出席していました。在任期間があ

りますので、会長交代に伴う変更ということで、私の方でよろしいでしょう

か。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございます。賛成多数ということで決定させていただきまし

た。今後は、他の附属機関の会議などに出席した場合には、この場で簡単に

報告する機会を設けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは議事（2）を終了します。 

 続いて報告に入ります。報告（1）「西蒲区組織目標について」です。区長

から説明をお願いします。 

事務局 

（堀西蒲区長） 

 区長の堀です。よろしくお願いします。私から、「令和 4年度と令和 5年

度の西蒲区の組織目標」について報告をさせていただきます。座って説明を

させていただきます。 

 初めに、令和 4年度の組織目標についてです。資料 3-1をご覧ください。 

 まず、「組織の目的・方向性」として、昨年度は 1.「広大な農地を活用し

た食・農業の高付加価値化と農業経営の安定化の推進」、2.「コロナ禍によ

り影響を受けている観光産業の需要回復に向けた支援とアフターコロナを

見据えた観光誘客の加速化」、3.「未来を見据えたまちづくり 市民との協

働、地域と連携による安心・安全で住んで良かったまちづくりの推進」以上
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の 3つの柱で構成しました。 

 次のページをご覧ください。この組織目標に基づき、ページ中段以降、次

のページにもわたりますが、5つの重点目標を設定し、取り組んでまいりま

した。 

 3ページ目をご覧ください。この 5つの重点目標の「取組結果」をまとめ

ています。 

 1年間の取り組みの結果、5つ項目で全て達成となりました。順を追って

簡単に説明をさせていただきます。 

 1 つ目、農業の分野です。「にしかん なないろ野菜」の更なるブランド

化に向け、飲食業者の皆さまとの定期的な取引、あるいはイベントの開催や

参加により、販路拡大に取り組みました。 

 また、農地の維持活動を通じて、多面的機能の維持向上や地域資源の適切

な保全にも取り組み、いずれも目標を達成することができました。 

 2つ目、観光の分野です。ウィズコロナに対応した新たな魅力を発信する

ことで交流人口の拡大を図るとともに、エージェントセールスを実施し、県

内外からの誘客を促進しました。 

 3つ目、防災の分野です。にしかん地域防災共育事業の推進として、潟東

中学校と岩室中学校の 2 校で実施し、参加した生徒の防災意識の向上を図

りました。 

 4つ目、地域包括ケアについてです。日常生活圏域における課題解決のた

め、「地域の茶の間」などを新たに実施いただく団体の立ち上げ支援に取り

組んだ結果、地域の茶の間を 1 件、住民主体のサービスを 2 件、合計 3 件

を創出することができました。 

 次のページです。5つ目、健康寿命の延伸についてです。各年代層に応じ

た「にしかん健康プロジェクト」などの取り組みを通じ、健康づくりへの関

心や意識向上に努めました。健康教室やウオーキング事業には多くの方か

ら参加をいただきました。 

 最後に今後の方向性です。これは当然のことながら、5つの項目それぞれ

が単年度の取り組みだけで全てが解決するものではありませんので、記載

のとおり、今後も推進・促進に努めていくという内容でまとめ、これをもっ

て令和 4年度の総括とさせていただいております。 

 次に資料 3-2 をご覧ください。令和 4 年度の総括を踏まえて作成した、

令和 5年度の組織目標について説明します。 

 まず、「組織の目的・方向性」について、「農業」「観光」「安心・安全なま

ちづくり」という 3 つの大きな柱は、令和 5 年度も踏襲したいと考えてい

ます。 

 次のページをご覧ください。組織目標の 3 つの柱に基づき、ページ中段

以降に記載のとおり、今年度も 1 から 5 まで重点目標を設定し、取り組ん

でまいります。 

 1 つ目、農業の分野では、民間事業者等と連携を深め、「売れるものづく
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り」の実践と「西蒲ブランド」の農産物の産地化を推進するとともに、良好

な景観の形成や洪水防止機能など、農地が持つ多面的機能の維持向上に努

めます。 

 2つ目、観光の分野では、にしかん地域の観光スポットを結ぶ 3次交通＝

観光周遊バスの運行などを通じて県内外からの誘客を促進し、地域経済の

活性化を図ります。 

 3つ目、防災の分野です。災害は起きないに越したことはありませんが、

地域防災の次世代のリーダーとなる中学生の防災学習を支援し、万が一に

備えた地域防災力の向上を図ります。 

 4つ目、地域包括ケアについては、日常生活圏域において、高齢者など支

援が必要な方を地域の皆さまで支えていただくため、「地域の茶の間」など

の新規立ち上げに引き続き取り組んでいきます。 

 5つ目、健康寿命の延伸については、健康づくり事業により、区民の皆さ

まが自ら健康を意識し、生活習慣の改善に向けた行動ができるよう支援し

ます。 

 これらの目標をしっかりと達成し、より魅力的な西蒲区となるよう、区役

所一丸となって、そして区民の皆さまと一緒になって今年度も取り組んで

まいります。報告は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。今ほどの資料 3-1、3-2について、ご意見ご質

問等ありますでしょうか。 

 田中副会長お願いします。 

（田中（弘）委員）  目標 3.「未来を見据えたまちづくり 市民との協働、地域と連携による

安心・安全で住んで良かったまちづくりの推進」ということで、中学校への

地域防災共育の実施という記載がありますが、令和 4 年の結果を見ると、

目標が 2 校で実施が 2 校。正直言って、少ないかなという印象を持ってい

ます。私は昨年度の岩室中学校の防災講座に参加させていただき、中学生と

一緒に地域防災のことについて学び、非常に貴重な時間だったと感じまし

た。また、日本列島のあちこちで地震が起きています。不測の災害に備え

て、対応力を養うという意味で、より多くの学校で実施していただきますよ

う、お願いします。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございます。地域総務課長お願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 地域総務課です。中学生の防災訓練について、今年度は 6 校すべて実施

をさせていただく予定になっています。 

 実は昨年度も 6 校させていただいており、3 年で必ず 6 校やるというよ

うな目標を立てていたものですから、指標ということで令和 5 年度につい

ても 6校させていただいています。 

 また、防災学習については、地元の防災士の方に内容についても一緒に考

えていただいて、検討させていただいております。新しいかたちで、訓練も

開催させていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 



 8 

議長 

（吉田会長） 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

続きまして、渡辺（忠）委員お願いします。 

（渡辺（忠）委員）  お伺いします。観光周遊バスの件ですが、令和 4 年度は 3,263 人の利用

があったと載っていますが、収支率は令和元年度が 12.5パーセント。令和

2年度が 10.4パーセント。令和 3年度が 14.5パーセントまで上がったと書

いてあります。 

 令和 4年・令和 5年度の収支率は、どのような数字になったでしょうか。 

議長 

（吉田会長） 

 産業観光課長お願いします。 

事務局 

（高野産業観光課長） 

 令和 4年度の実績については 29パーセントを超えています。 

 令和 5 年度の目標といたしましては 30 パーセントぐらいを達成という

ふうに考えております。 

議長 

（吉田会長） 

よろしいでしょうか。 

（渡辺（忠）委員）  ありがとうございました。 

議長 

（吉田会長） 

 ほかにありますでしょうか。 

田中委員お願いします。 

（田中（久）委員）  中学生の防災共育というものがあるのですが、それをもうちょっと未来

に向けての話になると思うのですけれども、地域のつながりとか、そういう

ものを組み立てるような働きかけができないかなと思ったので、手を挙げ

てみました。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。地域総務課長お願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 防災の支援については、自治会単位で自主防災組織というものを立ち上

げていただいております。小規模の団体については補助制度がないため、区

の方でも、自主防災組織立ち上げの支援をさせていただいています。 

 また、最近地震などの災害が大変多くなっており、地域の方から相談が来

ておりますので、もしそういった心配事や、なにか計画を立てたいというこ

とがあれば、地域総務課にご提案していただければ一緒に考えさせていた

だきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

（田中（久）委員）  ありがとうございます。 

議長 

（吉田会長） 

 大橋委員お願いします。 

（大橋委員）  アフターコロナの関係で、エージェントに対する取り組みをするという

ことですが、目標の 4 回に対して 5 回実施したと記載がありますが、これ

は 1 つのエージェントに対してやっているのか、何社か集まってもらった

りしてやっているのかということと、エージェントからどのような反応が

あったか、分かればお聞かせいただければと思います。以上です。 

議長  産業観光課長お願いします。 
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（吉田会長） 

事務局 

（高野産業観光課長） 

 エージェントセールスにつきましては、例えば新潟県が首都圏などで行

うような、各旅行代理店を集めたところに行きまして、数社の旅行社を相手

に商談を行うようなことですとか、あるいは山形など近県の旅行会社を直

接単独で訪問するというようなものもあります。けっこう旅行商品を作っ

てもらっていますので、主に岩室温泉の方になりますが、旅行商品の造成に

つながっているという状況です。 

（大橋委員）  エージェントの反応というのはけっこう良かったのでしょうか。 

事務局 

（高野産業観光課長） 

 はい。旅行商品を作ってもらっており、特に昨年度は岩室温泉、黒湯とい

うことで売り込みもさせてもらいました。その黒湯というのはめずらしい

ということで、商品造成につながっていると思っています。 

議長 

（吉田会長） 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

ほかにありますでしょうか。 

 唐澤委員お願いします。 

（唐澤委員）  唐澤です。先日、実は角田地域のほうで支え合いの会が立ち上がったとい

うことでお話聞かせていただいたのですが、地域の茶の間の中での住民同

士の支え合いというものは、高齢の一人暮らしの方が増えている中ですご

く住民主体で素晴らしい活動だなと思います。ぜひ、今後もいろいろな地域

で地域の人の輪が生まれるように支援いただければと思っています。 

 もう 1点。「にしかん なないろ野菜」なのですが、実績として取引が 5

件、売上実績が 172 万円。農業分野で高付加価値化や、めずらしい特産品

を作ろうというのは見栄えがいいと言いますか、目立つものだと思うので

すが、いろいろな取り組み見ていると、こうした高付加価値化のものが本当

に農業の維持につながるのかと言った時に、本当にこれは市・地区として、

戦略的にやるボリュームなのかなと感じました。西蒲区に住む前から「にし

かん なないろ野菜」は大変良い取り組みだな、おもしろいことをやってい

るなと思いつつも、実際の農地・農業に対する効果というのは、個人的には

あまり印象がなく、それよりも本当に農地の維持活動の取り組みとか、市民

には目立たないかもしれないが、まさに広大な農地をどう維持していくか。

たしかに目立つ高付加価値・ブランド化というのは言いやすいですが、実際

の本当の効果というものについてはもっと地道な部分ではないかなと思っ

たので、ぜひご検討いただきたいなと思います。以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 健康福祉課長、産業観光課長お願いします。 

事務局 

（渡辺健康福祉課長） 

 健康福祉課渡辺です。最初の方はご質問ということではなく、要望という

ことで承りました。 

 今回お越しいただいている委員の中に支え合いのしくみづくりに強く関

与していただいている方もおりますので、そういった方と協力しながらこ

れからも支援をしていきたいと思います。ありがとうございました。 
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事務局 

（高野産業観光課長） 

 産業観光課です。 

 令和４年度までの課の組織目標で、全体の何パーセントの農地が、農地維

持の為の多面的機能で活用されているかという数値を目標としており、数

年間 90パーセント台の高い数値で安定していました。そういうところは農

家の方々に強い意識を持っていただいているため、今年も活動を継続して

いただけるという状況です。令和５年度の目標は、その活動を広域で実践す

る組織を育てるという方向にシフトしようと思っています。また、なないろ

野菜は農地の中に占める割合としてはだいぶ少ないでが、なかなか米の生

産調整がうまく進まないなかで、農業はバランスよく進めていくというこ

とが必要だなと思っており、いわゆる園芸作物、そういうものへの意識付け

の一助になっていると思っています。 

 また、生産者だけではなくて、消費者の皆さまにもそういう取り組みを知

っていただきながらバランスよく進めていくということが大切かなという

ふうに考えています。 

 ご意見、参考にしていきたいと思います。ありがとうございます 

議長 

（吉田会長） 

 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 活発にいろいろなご意見、ご質問、感想を発言していただきありがとうご

ざいました。 

 それでは報告（1）についてはここで終了させていただきます。 

 次に、報告（2）「西蒲区区ビジョンまちづくり計画 実施計画について」

です。地域総務課長から説明をお願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 地域総務課です。着座にて説明させていただきます。 

 まず、「区ビジョンまちづくり計画 第 4次実施計画の進捗状況」につい

て説明します。資料 4-1をご覧ください。 

 新しい委員の方に、本日、新潟市総合計画ということで冊子を配付してお

りますが、この資料 4-1では、平成 27年から令和 4年度までの新潟市の総

合計画におけるものの中の区ビジョンまちづくり計画の評価についてご説

明をさせていただきます。 

 まずは西蒲区の区ビジョンまちづくり計画については、新潟市総合計画

である「にいがた未来ビジョン」の一部を構成する「区ビジョン基本方針」

の実現に向けて、具体的な取り組みを示すまちづくり計画で、期間は平成

27年から令和 4年までの 8年間です。 

 それぞれ実施計画については、2 年間ごとで分けており、第 1 次、第 2

次、第 3 次。今回は第 4 次実施計画を評価しているものになります。こち

らは令和 3年度と令和 4年度の事業内容となっています。 

 今回は第 4 次実施計画の最終年度である令和 4 年度の事業の評価を行い

ました。 

 資料を 1 枚おめくりください。第 4 次実施計画に位置付けた 134 の取り

組みの年度評価について 5つの「目指す区の姿」ごとに掲載をしています。 

 取り組み数については全体で 134 ありますが、こちらは各取り組みごと
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の再掲分も含んでいます。 

 「魅力あふれる農水産物を供給するまち」「観光とレクリエーションの

まち」「歴史と文化を守り伝え続けるまち」「人が行き交う活力あるまち」

「人の和でつながる安心・安全なあたたかいまち」この 5つの区分となっ

ています。 

 令和 4年度の特定事業取り組みの達成状況については、それぞれ設定し

た工程または数値目標が達成されているかどうかということも評価してい

ただき、評価の内容については「達成」・「一部達成」・「未達成」という 3

種類で評価をしています。 

 右下の全体をご覧ください。134の取り組みのうち、達成が 94事業で

全体の 70.1パーセント。一部達成が 36事業で全体の 26.9パーセント。

未達成が 4事業で全体の 3パーセントとなりました。 

 一部達成、未達成の事業の要因として、新型コロナウイルス感染症の影

響による事業の一部中止や利用者の減少が挙げられます。 

 次のページからは 134の取り組みについて、個別の取り組み状況を一覧

にしましたので、後ほどご確認いただきたいと思います。 

 資料が当日配布となってしまい、皆さまからご確認いただける時間がな

かったことについて、お詫び申し上げます。 

 続きまして資料 4-2をご覧ください。 

 こちらについては、令和 5年度から令和 12年度の 8年間にわたる、新

しい新潟市の総合計画に基づいた区ビジョンまちづくり計画を策定してい

ます。 

 その 1次実施計画ということで、令和 5年度と令和 6年度の 2年間に、

重点的に取り組む事業をまとめています。 

 個々の事業の説明は省略させていただきますが、再掲を含めて 108の事

業・取り組みを記載していますので、後ほどご確認をいただければと思い

ます。説明は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。資料 4-1 については令和 4 年で終了というこ

とで、また新事業が始まったということですが、今ほどの資料が事前配付さ

れておりませんが、今、さっと見ていただいた中でもし分からない点やご質

問があれば受け付けたいと思います。皆さまいかがでしょうか。 

 また後で見ていただいて、不明な点は地域総務課まで確認していただけ

ればと思います。ありがとうございました。 

 それでは報告（2）は終了させていただきます。 

 次に報告（3）「西蒲区役所整備について」です。地域総務課長から説明を

お願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 続きまして、西蒲区役所整備について説明をさせていただきます。 

資料 5をご覧ください。 

 前回の自治協議会でご報告をさせていただきましたが、区役所の庁舎整

備については、今年度基本構想を策定することとしています。 
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 この基本構想を策定するために、地域の皆さまから幅広い意見を聴取し、

意見交換を行う検討会議の設立を予定しています。 

 検討会議の委員の構成としては学識経験者、地域の代表者、一般公募委員

など、17 名程度を想定しています。西蒲区自治協議会からは、吉田会長に

この検討会議の委員にご就任をいただきたいとお願いさせていただくほ

か、西蒲区内の地域コミュニティ協議会よりお 1 人ずつ推薦いただけるよ

う、今後依頼文を送付します。 

 一般公募委員の募集については、新潟市ホームページや西蒲区役所、西蒲

区内の出張所にお知らせを掲示しているほか、西蒲区だより 6 月 4 日号に

募集記事を掲載する予定です。 

 検討会議はご覧のようなスケジュールと内容で 4 回程度開催を予定して

います。その後、検討会議から市長宛てに意見書を提出することとしていま

す。 

 また、6月下旬から 8月の中旬の間で、各コミ協さんのほうにも区役所整

備について、今までの経緯なども含めて説明会を開催させたいと考えてい

ますので、よろしくお願いします。説明は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ただ今の件について、ご意見・ご質問等ありますでしょうか。 

 こちらの方は、募集をしているということですか。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 一般公募委員についてはすでにホームページの方に掲載していますの

で、申し込みを募集しています。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。 

 1点よろしいでしょうか。自治協議会から会長出てくださいということで

お話がありましたので、私の方で出させていただきますが、大事な話になっ

ていくと思いますので、会議の内容については皆さまにご報告させていた

だきますし、また皆さまの意見等があれば、情報というかたちで出していき

たいと思っています。よろしくお願いします。 

 それでは報告（3）は終了します。次にその他、西蒲区の課題、地域情報

などです。 

 初めに自治協議会運営指針について地域総務課長から説明をお願いしま

す。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 説明させていただきます。参考資料の新潟市自治協議会運営指針の新旧

対照表をご覧ください。 

 第 1 回自治協議会で配付した運営指針について、5 月 8 日付で一部改正

があったものです。 

 指針において、書面会議に関する記載がありましたが、このたびの改正で

全て削除するものです。 

 理由としては、書面はコロナ禍における表決手段の特例としてこれまで

運用していたものですが、新型コロナが 5 類に移行されたことに伴い、特

例である書面会議を全て削除させていただいたものになります。 

 内容、変更箇所については、資料の方をご確認いただきたいと思います。



 13 

説明は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 今の説明について、何かご質問等ありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 続いて矢川灯籠流しについて、田中委員より説明をお願いします。 

（田中（弘）委員）  貴重な時間、ありがとうございます。お配りしたチラシをご覧ください。

岩室温泉の初夏の名物となりました、矢川の灯籠流しを今年も開催するこ

とになり、6月 10日（土）18時 15分からオープニングセレモニー、19時

から流し始めとなります。大小約 400 個の灯籠が、矢川を幻想的に流れて

いきます。 

 また、灯籠流しの 2週間後の 24日（土）には、丸小山公園で野外コンサ

ートということで、ピアノ・マリンバ、そしてブラスバンドの演奏がありま

す。矢川、そして丸小山の方にぜひお越しいただければと思います。よろし

くお願いします。 

議長 

（吉田会長） 

 この件について何かご質問等ありますでしょうか。ぜひ、大勢の方から見

に来ていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

 続いて緑の音楽祭について、古島委員より説明をお願いします。 

（古島委員）  西川コミ協古島です。お手元のチラシに記載のとおり、6月 25日（日）

西川総合体育館の駐車場で緑の音楽祭を行います。 

 キッズダンスや地元の民謡団体とか、いろいろなところが来ます。今回は

10年目ということで、記念すべきアニバーサリーの開催となります。 

 約 1,500 人集まりますので、そうしますと西川地域を 1 万人以上の方が

出たり入ったりします。 

 そこで、今年は防災のブースを出して、せっかくこれだけの人数が集まる

ので、少しは楽しみながら防災の啓蒙活動をしようということで、防災ブー

スを出させていただきます。 

 前の週に大きいイベントがあってかすみそうですが、ぜひ皆さま緑の音

楽祭にお越しください。ありがとうございました。 

議長 

（吉田会長） 

 今ほどの件につきまして何かご質問等ありますでしょうか。 

 こちらの方も、せっかくですので時間を作っていただいて、少しでも良い

のでぜひ見に行っていただければと思います。ありがとうございました。 

 続いてまき夏まつりについて、石田委員よりお願いします。 

（石田委員）  巻コミ協から来ました石田と言います。 

 6 月 16 日（金）17 日（土）18 日（日）にまき夏まつりが開催されると

いうことで、本格的な 3日間の開催は 4年ぶりとなります。 

 ポスターとプログラムができたので、皆さまに PR していただきたいと

思い、お手元に配付しました。 

 巻の祭りは巻神社の例大祭に基づきながら巻町民が踊る、楽しむという

祭りであり、神楽があって、巻の神社の神様のみこし渡御ということで町な

かを歩くのですが、愛宕神社から諏訪神社へ行く先頭に立つ神楽のあとを
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ついていくというような企画となっています。 

 皆さまにも楽しんでいただきたいと思い、ポスター等を配付させていた

だきました。よろしくお願いします。 

議長 

（吉田会長） 

 今のことについて何かご質問等ありますでしょうか。 

こちらもぜひ皆さんよろしくお願いします。 

 それでは私の方から、にしかんパレードボランティア募集について説明

させていただきます。 

 5 月 1 日に西蒲区内に全戸回覧させていただいた、にしかんパレードボ

ランティア募集についてです。 

 締め切りが今日までになっていまして、今のところ約 80 名か 90 名くら

い集まっていますが、まだまだボランティアを募集しております。ぜひ皆さ

まの知り合い等いらっしゃいましたらお声がけをいただき、月曜日までフ

ァックスをいただければ間に合いますので、ぜひいろいろな方にお声がけ

をいただきたいと思います。 

 なお、ボランティアにご協力いただける場合は、打ち合わせ会を 6 月 5

日（月）と 11日（日）に行いますが、どうしても 2日間都合が悪い方につ

いては、どちらか 1日の参加をお願いしたいと思います。 

 どちらか出ていただかないと、当日どこに行ったら良いか等よく分から

ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 また、各コミ協におかれましては、委員の方をボランティアに出していた

だきありがとうございます。 

 ボランティア募集について何かご質問等ありますでしょうか。 

 それでは初めにお話しした、にしかんパレードについて、説明させていた

だきます。 

 先ほど石田委員から、まき夏まつりということで説明がありましたが、ぜ

ひポスターを、皆さまの団体とか、知っているところに貼っていただければ

非常にありがたいです。 

 それと、まき夏まつりについては、6月 16日（金）の民謡流しから始ま

りまして、17日（土）に神輿渡御・花火大会、18日（日）に神輿渡御・や

かた竿燈があり、そこににしかんパレードが仲間入りさせていただくとい

うかたちになっています。 

 民謡流しも、4年ぶりにまき夏まつりで行いまして、今のところ約 800人

の方に参加していただくことと、新しい試みとして、出ない地域の小学校の

子どもたち・保護者を対象に民謡流し出ませんかということで PTAが主体

になって今、動いていただいていますので、そういった取り組みもあるの

で、夏まつりだけではなく、皆さませっかく自治協の委員になれたので、い

ろいろな祭りに顔を出していただけるとありがたいです。 

 それと、にしかんパレードの出演団体も決まり、こちらも各コミ協さん含

めてご協力いただきましてありがとうございました。 

 資料にはありませんので口頭で言わせていただきます。これ、順番は関係
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ないのですが、出演団体は 7つです。 

 巻がやかた竿燈・越王太鼓。岩室が和納棒遣い・和納拍子方。西川が越後

西川傘鉾伝承会。潟東が潟東地域コミュニティ協議会。カモねぎまつりの

PR などをやります。中之口については中之口ジュニアブラスということ

で、各地域から出演していただきます。 

 あとは、4年前にディズニーパレードで一緒にキッズダンスで入る予定だ

った Yallow Dance Studio。今回のディズニーパレードは、キャラクターは

来るのですが、ダンサーがいないので、キッズダンスは、Yallow Dance 

Studioとして、独立で出ていただきます。 

 あとは新潟県警察音楽隊ということで、7つ。最後にスタートするのが 12

時 30分から、ディズニー40周年スペシャルパレードになります。 

 シャトルバスはもう締め切りになりましたが、相当混雑するかと思いま

すので、車で来られる場合は知り合いのところに早めに来て停めていただ

いて、旧 116 号線沿線に見に行っていただければと思っています。あとは

天候が晴れることを祈っています。 

 小雨であればディズニーパレードはできます。風が吹かなれば大丈夫で

すので、めったにない機会だと思いますのでよろしくお願いします。私から

は以上です。 

 何かご質問等ありますでしょうか。 

 ありがとうございます。そのほかご発言等、事前申し出はございません

が、西蒲区自治協議会全体で議論したい課題、あるいは皆さまにお伝えした

いことがありましたらご発言をお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 もしあれば日頃の PR でもかまいませんので積極的にお願いできればと

思います。また、今回皆さまのところに、全体で議論したいというものも行

っていると思いますが、各地域担当がそういったかたちで、西蒲区全体でし

たい取り組みや行事があれば積極的に出していただき、会長・副会長と充分

相談して議論させていただければと思っています。 

 今日は 2 回目ということで、非常に活発にご意見・ご要望いただきまし

た。ありがとうございました。ぜひ 3 回目も、どんなことでもかまいませ

んので、積極的にご発言いただければありがたいです。 

 そしてこれから部会に入りますが、部会のほうも積極的に発言をしてい

ただきまして、「だめかな」と思わず、いろいろな意見を出していただきま

すようお願いします 

 そして、もしよろしければ各部会で集まってご飯会をするとか、そういう

ものがあると、部会としてもどんどんまとまっていくのでないかなと思っ

ていますので、ぜひお願いしたいと思います。強制ではありませんので、よ

ろしくお願いします。 

 それでは本日の議事は全て終了しましたので、進行を事務局へお返しし

ます。 



 16 

事務局 

（真島地域総務課係

長） 

 ありがとうございました。事務局から次回の自治協議会について連絡し

ます。 

 次回、自治協議会については 6月 29日（木）の午後に、本日と同じくこ

ちらの公民館で開催予定です。 

 案内については改めて文章を送付させていただきますのでよろしくお願

いします。 

 このあと、各常任部会を開催いたします。会場については総務部会が 2階

実習室。保健福祉部会が 2 階研修室。まちづくり・産業部会が 3 階視聴覚

室となります。 

 ご移動の際は名立てを持参くださるようお願いします。 

 各部会の開催時間については約 10 分後の 2 時 45 分からでお願いしま

す。 

 それでは以上をもちまして令和 5 年度第 2 回西蒲区自治協議会を終了し

ます。お忙しいところ大変ありがとうございました。 

 


